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国 際 ソ ロ プ チ ミ ス ト 京 都 － み や こ わ か ば 

修学生活援助金 令和  8 年度募集要項

【応募資格】

京都府内の児童相談所から措置された児童養護施設等（里親を含む。以下同じ。）の児童のうち、以

下の要件をすべて満たす者とする。

（１） 児童養護施設等退所後、保護者からの支援が見込まれない女児

（２） 児童養護施設等退所後、大学、短期大学、専修学校専門課程（修学年限２年以上）等に進学

する者

（３） 児童養護施設等退所後、自ら生計を立てて生活する者（シェアハウス等含む）

【援助金額】

（１） 給付対象者 1 名 
（２） 援 助 金 額  ①入 学 準 備 金 ３０万円

②毎月の生活資金  ４万円（年間４８万円）

③②の交付期間  最長 4 年 
（各年度 4 月 1 日～翌年度 3 月 31 日まで） 

＊初年度 ７８万円、次年度 ４８万円

（３）そ の 他  ・他の修学資金等との併給も可能

・進学先等を退学した場合は給付を停止

・定期的に現況の報告を行うこと

【募集期間】

 令和7年12月1日～令和8年１月末日到着分まで

【選考方法】

  申請書類に基づき、「選考委員会」によって審査を行います。

応募する者は、所定の申請書類を期日までに作成し、特定非営利活動法人子どもセンターののさん

事務局に提出してください。

  選考に残った方については面接を実施します。（面接の詳細は別途通知）

  複数人の場合は、面接を行い２名選定します。

【結果通知】

選考結果  結果通知：令和8年３月中旬頃までに本人あて郵送します。

【応募書類】（書類の返却はいたしません）

応募書類 留意事項

1 申請書（様式１） 申請児童が作成してください。

2 推薦書（様式２） 施設長、里親が作成してください。

3 参加表明書（様式３） 申請児童が作成してください。

4 志望校概要資料
志望校の学校名、学部、入学金、学費、合
格発表日等がわかる資料（コピー可）
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【援助決定及び支給手続き】

（１）援助が決定した後、入学試験に合格し、入学金納付後に事務局宛てに、支給申請書(様式４)
とともに入学金を納付したことを証明する書類（振込証コピーなど）を事務局に提出くださ

い。内容確認後、指定の口座（本人または施設名義の口座とします）に入学準備金を振り込

みます。

（２）毎年 4 月末までに在学（在籍）証明書を提出してください。確認後、毎月の生活資金を振り

込みます。

（３）各年度 7 月末、11 月末、3 月末（年間 3 回）までに近況報告書（様式５）を事務局あて提出

してください。

【援助金送金のスケジュール】

・援助金の送金 ①入学準備金：採択結果通知後すみやかに送金します。

②生 活 資 金：令和8年4月～最長令和 12年3月まで（校種による）毎月末

・在学証明・在籍証明書提出 毎年４月末までに事務局に提出

・近況報告書 各年度 7 月末、11 月末、3 月末（年間３回）までに事務局に提出 

【個人情報の取扱について】

申請書類等に記載された個人情報は本事業の運営管理の目的のみに使用し、外部に漏えいするこ

とはありません。  

【その他】

本募集要項に記載のない事項又は本援助金の取扱い等に疑義が生じた場合には選考委員会による

協議の上、取扱いを決定します。

【応募先】

〒604-0863 京都市中京区巴町 81 番地 みやこビル２階 
  特定非営利活動法人子どもセンターののさん 事務局

上記へ郵送のうえ、kyoto.aftercare@gmail.com へ郵送した旨、メールをお願いします。 

【お問い合わせ先】

  不明な点はまずメールまたはお電話でお問い合わせください。

メールアドレス   kyoto.aftercare@gmail.com 
  TEL   075-811-0600 

＊TEL でのお問い合わせも可能ですが、転送されるためすぐに応答できない場合があります。 
なるべくメールでお問い合わせください。 
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